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都市再生特別地区の区域
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「この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ=１：２，５００）を使用（２８都市基交第８０９号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」

「（承認番号）　２８都市基街都第３０３号、平成２９年２月２４日」
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東京都市計画都市再生特別地区
芝浦一丁目地区　計画図１
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低層部Ｃ（20ｍ以下とする）

低層部Ｂ（30ｍ以下とする）

都市再生特別地区の区域

低層部Ａ（50ｍ以下とする）

高層部（235ｍ以下とする）
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※高さの基準点は T.P.+3.0ｍとする。

壁面の位置の制限（h≧0ｍ）

（道路境界より 3.0ｍ）

壁面の位置の制限（h≧0ｍ）

（道路境界より 4.0ｍ）
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「この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ=１：２，５００）を使用（２８都市基交第８０９号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」

「（承認番号）　２８都市基街都第３０３号、平成２９年２月２４日
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東京都市計画都市再生特別地区
芝浦一丁目地区　計画図２
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都市再生特別地区の区域
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南口東西自由通路の範囲

新芝浦橋の範囲

古川横断橋の範囲

「この地図は、国土地理院長の承認（平２４関公第２６９号）を得て作成した東京都地形図（Ｓ=１：２，５００）を使用（２８都市基交第８０９号）して作成したものである。無断複製を禁ずる。」

「（承認番号）　２８都市基街都第３０３号、平成２９年２月２４日」
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東京都市計画都市再生特別地区
芝浦一丁目地区　別添図


